
 

 

児童の安全確保について 

 

(ア) 南門・東門の施錠・開放等、防犯カメラに関して 

① 課業時の門の施錠・開放に関して 

 施錠 開放 

南門 午前８時２５分～下校時 

下校時は、小門を開ける 

午前８時～８時２５分 

東門 午前８時２５分～下校時 午前８時～８時２５分 

② 東門のオートロック施錠 

○ 児童の安全確保のため、児童が校内にいる場合は、保護者等については、

通常、東門から入校してください。 

○ 東門のインターフォンでお子さんのクラスとお名前を告げ、職員室と 

連絡を取っていただき来校の要件を伝えてください。 

○ 東門の横にある小さい門を解錠しますので、そこから入ってください。 

一定の時間がたてば自動的に施錠されます。 

○ お帰りの際には、東門の内側のインターフォンで退校の旨を告げてくだ

さい。小さい門を解錠します。 

③ 防犯カメラの設置 

東門・南門付近を２４時間撮影・録画しています。 

モニターを職員室に設置し、職員室でモニターを監視しています。 

 

(イ) ＰＴＡ証の着用 

○ 学習参観・運動会等で来校される場合は、「ＰＴＡ証」を着用ください。 

○ 入学式の日に「ＰＴＡ証」をお渡しします。 

 

(ウ) 安全メール（tetoru） 

○ 特に重要な事項（台風、不審者等）がある場合に、メール配信を行います。 

○ 学校としては、連絡網は作成していません。 

 

(エ) 欠席連絡（どちらかの方法で連絡ください） 

○ 学校へ電話連絡する。できるだけ８：００～８：２５にお電話ください。 

○ 「tetoru」に入力する。８：20 まで入力できます。それ以降はお電話くだ

さい。 

 

(オ) 子ども安全見守り隊 

○ 保護者の皆様や校区の皆様に、児童の安全確保のために、登校時の時間帯に

通学路等に立っていただき児童の安全を見守っていただいています。 

○ 見守り活動の際には、パトロールベストの着用をお願いしています。子ども

たちに声かけをしていただいています。 
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７．大地震及び警報発令時の登下校の際の対応について 
 

（１）富田林市にいずれかの警報、危険警報、特別警報避

難指示（避難指示が市内全域又は当該校区全域（又は一部））が発令さ

れている場合 

 

（１）午前７時現在､いずれかの警報・危険警報・特別警報・避難指示が発令中で

あれば､自宅待機してください。 ※給食が中止されます。 

（２）午前９時までに上記の警報・指示が解除されたときは、通学路の

安全に注意して、登校させてください。 

※給食は中止されていますので、午前中授業です。 

（３）午前９時でなお警報・避難指示が発令中であれば､ 臨時休校とします。 

（４）登校後、警報・避難指示が発令された場合､状況により下校させないで学

校で待機させることもあります。 

 

（２）富田林市に震度５弱以上の地震発生時には、 

学校は 臨時休校 となります 
 

（１）自宅待機中  

・児童は自宅待機です。必要に応じて避難所へ移動してください。 

（２）登下校中 

・各自で判断し、原則学校へ移動します。 

・学校への移動が無理と判断した場合は、その場で待機するか自宅へ戻 

ります。 

・学校待機の児童は、原則として家庭へ直接引き渡しをします。 

（３）学校課業中 

・児童は学校に待機し、原則として家庭へ直接引き渡しをします。 

 

○その時々の具体的な対応は、プリントや「tetoru」を通じてお知らせします。 



 

 

≪登校後の緊急下校対応≫ 

➀登校後、警報等が発令され、緊急下校が必要となった場合 

⇒原則として、地区ごとに集まり、地区担当教員が通学路に沿ってともに下校します。 

＊迎えが可能な保護者の方は、途中までお迎えをお願いします。 

  

②登校後、大地震や凶悪な事件等が起こり、学校に待機する必要がある場合 

⇒原則として、学校まで保護者もしくは親族の方に来ていただき、一緒に下校します。 

＊保護者の方が迎えに来れない場合は、親族の方にお願いをしてください。 

児童は運動場（地震時）、教室（事件時）で待機しています。 

 

 

※ 本校は、北棟、管理棟、南棟、体育館共に耐震工事が完了しています。 

※ 登下校中に、震度５弱以上の地震が起こった場合は、児童の状況を確認するため

に、教職員が校区内を巡回します。 

※ 電話が混雑し、学校の電話回線が使用できない状況も考えられますので、震度５

弱以上の地震が発生した場合で、児童が学校に待機している場合は、電話での確

認をせずに、保護者の方は児童を迎えに来てください。（学校の電話は、負傷者等

の緊急対応や災害用の緊急対応を優先に使用しますのでご理解ください。） 

※ 鉄道や道路などの交通網が寸断されて、学校へ迎えに来るのに大変時間がかかる

場合もあるかと思います。確実に、児童を保護者に引き渡したいと考えています

ので、どなたかが迎えに来るまで、学校に待機させています。 

※ メール配信については停電や業者のサーバーの状況等により、配信できない場合

がありますので、ご了承ください。 

※ 学校は、避難所になっていますので、避難所の設置の協力もしています。地域の

方で避難してこられる方も多数おられます。 

 


